
問１―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 高木 かおり 君 
問１（対大臣）．政府として、フリーランスとい

う働き方を日本社会の中でどのように位置付け
ていくのか、また、本法律案により日本社会に
とってどのようなメリットがあると考えている
のか。 

 高木
た か ぎ

かおり議員のご質問にお答えいたします。 
 

 フリーランスの位置付け及び本法律案の 
  メリットについてお尋ねがありました。 
 
１ 政府としては、個人が多様な働き方の中から、

それぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択
できる環境を整備することが重要であり、フリ
ーランスという働き方は、選択肢の一つである
と考えています。 

 
２ 現に、「自分の仕事のスタイルで働きたい」、

「働く時間や場所を自由にしたい」といった理
由から、フリーランスとして働くことを積極的
に選択する個人が多数いるものと承知していま
す。 

     
３ 一方で、事業者間取引において、業務委託を
受けるフリーランスの方々が、不当な不利益を
受けるといった取引上のトラブルが生じている
実態があることから、フリーランスの方々が安
定的に働くことができる環境を整備することは
重要です。 



問１―２ 

  

   トラブルの例： 

・発注後において発注者の都合により、一方的に取引の発注数量が

減らされた又は発注が取り消されたこと 

・発注者からの報酬が支払期日までに支払われなかったこと 

 
４ このため、今回の法律案では、 
① 取引の適正化を図るため、特定受託事業者

に業務委託をする事業者に対し、給付の内容
の明示等を義務付けるとともに、 

② 就業環境の整備を図るため、特定受託事業
者に業務委託をする事業者に対し、育児介護
等に対する配慮、ハラスメント行為に係る相
談体制の整備等を義務付けること 

 等を盛り込んだところです。 
 
５ 本法律案により、フリーランスの方々が、不

当な不利益を受けることなく、安定的に働くこ
とができ、ひいては、個人が多様な働き方の中
から、それぞれのニーズに応じた働き方を柔軟
に選択できる環境が整備されるものと考えます。 

 
 
 
 
 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  



問１―３ 

（参考１）成長戦略実行計画（令和２年７月17日閣議決定）（抄） 

 

第２章 新しい働き方の定着 

２．フリーランスの環境整備 

フリーランスについては、内閣官房において、関係省庁と連携し、

本年２月から３月にかけて、一元的に実態を把握するための調査を実

施した。その上で、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会

議において、政策の方向性について検討し、以下の結論を得た。 

多様な働き方の拡大、ギグエコノミーの拡大による高齢者雇用の拡

大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などの観点か

らも、個人がフリーランスを選択できる環境を整える必要がある。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、フリーラン

スとして働く人に大きな影響が生じており、発注のキャンセル等が発

生する中、契約書面が交付されていないため、仕事がキャンセルにな

ったことを証明できない、といった声もある。 

こうした状況も踏まえ、フリーランスとして安心して働ける環境を整備

するため、政府として一体的に、以下の保護ルールの整備を行う。 

 

  



問１―４ 

（参考２）衆・予算委員会（令和２年２月４日）国会会議録（抄） 

 

○笠井委員 いろいろな働き方があると言われましたけれども、この間、

正規から非正規雇用への置きかえが進んだのに加えて、今度は雇用に

よらない働き方がふえて、大きくさま変わりしているという状況であ

ります。 

  こうした働き方について、じゃ、今政府がどのように見ているかと

いうことでいいますと、総理が議長を務める未来投資会議が昨年十二

月十九日にまとめた中間報告で、そうした働き方について、組織の中

に閉じ込められ固定されている人を解放するもの、そういう見出しも

立てて、むしろ推奨をしている。それは間違いありませんね。 

 

○西村国務大臣 未来投資会議を担当しております私の方からお答え申

し上げます。 

  まさに委員御指摘のとおり、第四次産業革命が進む中で、インター

ネットを使ってさまざまな働き方が増加をしてきております。御指摘

のように、短期、単発の仕事を請け負って個人で働く新しい就業形

態、ふえているわけであります。時間があるときに兼業、副業でやる

方もおられれば、あるいは、高齢者の新たな就業形態の一つとしても

期待されているところでございます。 

  御指摘の未来投資会議におきまして、昨年十二月に、新たな成長戦

略実行計画策定に関する中間報告において、多様な働き方の一つとし

て、希望する個人が、希望する個人が個人事業主、フリーランスを選

択できる環境を整える必要があるという指摘をしているところであり

ます。 

  （後略） 

 

 



問１―５ 

（参考３）トラブルの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



問１―６ 

（参考４）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）① 

  

内閣官房が実施したフリーランス実態調査によれば、フリーラン

スという働き方を選択した理由について、 

・「自分の仕事のスタイルで働きたいため」と回答した者が６割 

・「働く時間や場所を自由とするため」と回答した者も４割 

となっている。 

 

 また、フリーランスという働き方の満足度については、 

・「仕事上の人間関係」、 

・「就業環境（働く時間や場所など）」、 

・「プライベートとの両立」 

などの項目で、７割以上が満足と回答しており、 

８割の者が「今後もフリーランスとして働き続けたい」としている。 

  



問１―７ 

（参考５）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）② 

 

  



問１―８ 

（参考６）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）③ 

  



問１―９ 

（参考７）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）④ 

 

 

 

 





問２―２ 

 
２ また、社会保障や税制は、働き方に中立的で

あり、自らの選択による労働移動を阻害しない
ようなものであるべきだと考えています。この
ため、 
・「勤労者皆保険」の実現に向けた取組を進める

とともに、 
・働き方によって有利・不利が生じない公平な

税制を構築する観点から、退職所得課税につ
いて、引き続き丁寧に議論していきます。 

 
３ その上で、解雇ルールについて、金銭を支払

えば自由に解雇できるという制度を導入するこ
とは考えていませんが、円滑な労働移動を推進
することは、「構造的な賃上げ」につながる好循
環を生み出すカギとなるものと考えています。
このため、働く人の立場に立って、 
①意欲ある個人に対するリスキリングによる能

力向上支援、 
②職務に応じてスキルが適正に評価され、賃上

げに反映される職務給の確立、 
③自らの選択による主体的な労働移動の円滑化 
という三位一体の労働市場改革に取り組んでい
きます。 
 

４ さらに、ミスマッチの解消については、ハロ
ーワークにおいて、引き続き、求職者と求人者
のニーズに沿ったきめ細かなマッチング支援を
行ってまいります。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  



問２―３ 

（参考１）キャリア形成・学び直し支援センター事業 

 

  







問２―６ 

（参考４）全世代型社会保障構築会議報告書(令和４年 12月 16日) 



問２―７ 

 



問２―８ 

  

全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
会
議

報
告
書
（
令
和
４
年

1
2
月

1
6
日
）
（
抜
粋
）

◆
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
・
ギ
グ
ワ
ー
カ
ー
に
つ
い
て

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
・
ギ
グ
ワ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
被
用
者
性
の
捉
え
方
な
ど
の
検
討
を
深
め
、
必
要
な
整
理
を
行
う
と
と
も
に
、

よ
り
幅
広
い
社
会
保
険
の
在
り
方
を
検
討
す
る
観
点
か
ら
の
議
論
を
着
実
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
は
、
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て
安
心
し
て
働
け
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
照
ら
し
て
、

現
行
の
労
働
基
準
法
上
の
「
労
働
者
」
に
該
当
す
る
方
々
に
つ
い
て
は
、
「
被
用
者
性
」
も
認
め
ら
れ
、
適
用
除
外
の
対
象
と
な
る
場

合
を
除
い
て
被
用
者
保
険
が
適
用
さ
れ
る
旨
を
明
確
化
し
た
上
で
、
そ
の
適
用
が
確
実
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
対
応
を
早
急
に

講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
上
記
以
外
の
、
「
労
働
者
性
」
が
認
め
ら
れ
な
い
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
・
ギ
グ
ワ
ー
カ
ー
に
関
し
て
は
、
新
し
い
類
型
の

検
討
も
含
め
て
、
被
用
者
保
険
の
適
用
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
・
ギ
グ
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
働
く
方
々
の
実
態
や
諸
外

国
の
例
な
ど
も
参
考
と
し
つ
つ
、
引
き
続
き
、
検
討
を
深
め
る
べ
き
で
あ
る
。

◆
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用

被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
を
更
に
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
含
め
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
積
極
的
な
活
用

を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
働
く
人
一
人
ひ
と
り
の
就
労
状
況
や
所
得
を
公
平
か
つ
正
確
に
把
握
で
き
る
環
境
整
備
が
重
要
で
あ
る
。

◆
女
性
の
就
労
の
制
約
と
指
摘
さ
れ
る
制
度
等
に
つ
い
て

女
性
就
労
や
高
齢
者
就
労
の
制
約
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
社
会
保
障
制
度
や
税
制
等
に
つ
い
て
、
働
き
方
に
中
立
的
な
も
の

に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
被
用
者
保
険
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
な
が

ら
、
適
用
拡
大
を
一
層
強
力
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

◆
被
用
者
保
険
適
用
拡
大
の
更
な
る
推
進
に
向
け
た
環
境
整
備
・
広
報
の
充
実

今
後
、
被
用
者
保
険
の
更
な
る
適
用
拡
大
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
新
た
に
対
象
と
な
る
事
業
主
や
労
働
者
に
対
し
て
、
被
用
者
保

険
の
適
用
に
関
す
る
正
確
な
情
報
や
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
分
か
り
や
す
く
説
明
し
、
理
解
を
得
な
が
ら
進
め
る
こ
と
が
極
め

て
重
要
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
の
み
な
ら
ず
、
業
所
管
省
庁
も
メ
ン
バ
ー
と
す
る
政
府
横
断
的
な
検
討
体
制
を
構
築
し
、
事
業
主
の
理

解
を
得
て
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
就
業
調
整
」
の
問
題
に
対
し
て
は
、
被
用
者
保
険
適
用
に
伴
う
短
時
間
労
働
者
の
労
働
時
間
の
延
長
、
基
幹
従

業
員
と
し
て
従
事
す
る
こ
と
に
よ
る
企
業
活
動
の
活
性
化
な
ど
の
好
事
例
を
、
業
所
管
省
庁
の
協
力
を
得
て
積
極
的
に
集
約
す
る
と
と

も
に
、
こ
れ
ら
の
好
事
例
や
具
体
的
な
メ
リ
ッ
ト
を
労
働
者
や
事
業
主
が
実
感
で
き
る
よ
う
な
広
報
コ
ン
テ
ン
ツ
や
そ
の
活
用
法
に
つ

い
て
、
広
報
実
務
の
専
門
家
、
雇
用
の
現
場
に
詳
し
い
実
務
家
な
ど
の
参
加
も
得
た
上
で
検
討
・
作
成
し
、
業
所
管
省
庁
の
協
力
も
得

て
広
範
か
つ
継
続
的
な
広
報
・
啓
発
活
動
を
展
開
す
る
べ
き
で
あ
る
。



問２―９ 

（参考５）全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理(令和４年５月 17

日) 

  



問２―１０ 

 

（参考６）令和元年９月 政府税制調査会中期答申 経済社会の構造変

化を踏まえた令和時代の税制のあり方（抄） 

 

第二 令和時代の税制のあり方 

２  働き方やライフコースの多様化等への対応 

（２） 企業年金・個人年金等に関する公平な税制の構築 

退職給付に係る税制についても、給付が一時金払いか年金払いかに

よって取扱いが大きく異なり、退職給付のあり方に対して中立的では

なく、また、勤続期間が２０年を超えると一年あたりの控除額が増加

する仕組みが、転職の増加など働き方の多様化を想定していないとの

指摘がある。退職金も含めた賃金形態の多様化や転職機会の増加など

が進む中、給与・退職一時金・年金給付の間の税負担のバランスにつ

いても、働き方やライフコースの多様化を踏まえた丁寧な検討が必要

である。 

 

 

  



問２―１１ 

（参考７）令和５年度与党税制改正大綱（抄）（令和４年１２月１６日） 

 

４．経済社会の構造変化も踏まえた公平で中立的な税制への見直し 

（１）個人所得課税のあり方 

③ 私的年金等に関する公平な税制のあり方 

働き方やライフコースが多様化する中で、雇用の流動性や経済成長

との整合性なども踏まえ、税制が老後の生活や資産形成を左右しない

仕組みとしていくことが、豊かな老後生活に向けた安定的な資産形成

の助けとなると考えられる。 

例えば、退職金や私的年金の給付に係る課税について、給付が一時

金払いか年金払いかによって税制上の取扱いが異なり、給付のあり方

に中立的ではないこと、退職所得課税について、勤続年数が 20年を

超えると一年あたりの控除額が増加する仕組みが転職などの増加に対

応していないといった指摘もある。 

こうした観点から、令和３年度税制改正大綱では、私的年金等の拠

出・給付段階の課税について、諸外国の例も参考に給与・退職一時

金・年金給付の間の税負担のバランスを踏まえた姿とする必要性につ

いて指摘した。 

私的年金や退職給付のあり方は、個人の生活設計にも密接に関係す

ることなどを十分に踏まえながら、拠出・運用・給付の各段階を通じ

た適正かつ公平な税負担を確保できる包括的な見直しが求められる。

個人型確定拠出年金（iDeCo）の加入可能年齢の 70歳への引上げや拠

出限度額の引上げについて、令和６年の公的年金の財政検証にあわせ

て、所要の法制上の措置を講じることや結論を得るとされていること

も踏まえつつ、老後に係る税制について、例えば各種私的年金の共通

の非課税拠出枠や従業員それぞれに私的年金等を管理する個人退職年

金勘定を設けるといった議論も参考にしながら、あるべき方向性や全

体像の共有を深めながら、具体的な案の検討を進めていく。  







問２―１４ 

（参考１０）企業の配偶者手当に関する閣議決定文等 

 

「全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理」（令和４年５月 17日とりまとめ） （抄） 

３．勤労者皆保険の実現・女性就労の制約となっている制度の見直し 

○ 多様な働き方に中立的でない扱いは、企業の諸手当の中にも見ら

れる。配偶者の収入要件がある企業の配偶者手当は、女性の就労に

も影響を与えている。労働条件であり強制はできないが、こうした

点を認識した上で労使において改廃・縮小に向けた議論が進められ

るべきものと考えられる。 

 

 

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」（令和４年６月７日閣議決定）（抄） 

１．人への投資と分配 

（５）多様性の尊重と選択の柔軟性 

③女性の就労の制約となっている制度の見直し等 

女性の就労の制約となっている社会保障や税制について働き方に中

立的なものにしていくことが重要である。 

被用者保険の適用拡大が図られると、女性の就労の制約となってい

る、いわゆる「130 万円の壁」を消失させる効果があるほか、いわゆ

る「106 万円の壁」についても、最低賃金の引上げによって、解消さ

れていくことが見込まれる。 

多様な働き方に中立的でない扱いは、企業の諸手当の中にも見られ

る。配偶者の収入要件がある企業の配偶者手当は、女性の就労にも影

響を与えている。労働条件であり強制はできないが、こうした点を認

識した上で労使において改廃・縮小に向けた議論が進められることを

期待する。 
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４．一方、独占禁止法は、市場における公正かつ
自由な競争を促進することを目的とするもので
あり、市場における競争の促進とは直接関係し
ない、就業環境整備に関する規制は対象として
いません。 

 
５．また、下請代金法は、親事業者と下請事業者

との下請取引において、取引構造上、交渉力等
の格差が生じることから、下請取引の適正化を
図るものです。 
具体的には、資本金1000万円超の親事業者と

1000万円以下の下請事業者といった事業者間の
下請取引を規制対象としています。 

 
６．このため、独占禁止法や下請代金法では、 

・ハラスメント防止など、「個人」の就業環境
整備に関する規制になじまないことや、 

・資本金1000万円以下の事業者とフリーランス
との間の取引が規制対象とならないこと、 

から、新法として、本法案を提出することとい
たしました。 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
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（参考１）令和５年４月５日 衆・内閣委員会議事録 

（速記録抜粋：新法制定の理由関係） 

 

○赤澤委員 ・・・本法案は、いわゆるフリーランスに係る取

引適正化を図るための法制度として検討されてきたものと認

識をしておりますけれども、法案において、フリーランスと

いう用語を用いずに、その保護対象を特定受託事業者として

いる理由、それから、いわゆるフリーランスと特定受託事業

者とはその範囲が異なるのかという点について、まず確認を

したいと思います。 

また、下請代金法の改正によらずに新たに本法案を提出す

ることとした理由を含めて、本法案の意義についてどのよう

にお考えか、見解を伺いたいと思います。 

 

○後藤国務大臣 いろいろ御質問いただきまして、ありがとう

ございます。 

従業員を使用せず、一人の個人としての業務委託を受ける

フリーランスにつきましては、従業員を使用して組織として

事業を行う発注事業者との間で、交渉力やその前提となる情

報収集力の格差が生じやすいと考えられます。 

内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査では、

発注事業者から個人として業務委託を受けるフリーランスの

うち約四割が報酬の不払いや支払い遅延を始めとしたトラブ

ルに遭っていること、約四割が、記載が不十分な発注書しか

受け取っていない、又はそもそも発注書自体を受領していな

いことなどの事情が確認できておりまして、不当な不利益を

受けやすい立場にあると考えられます。 

また、フリーランス・トラブル一一〇番において、ハラス

メントなど、交渉力等の格差に起因して個人の就業環境が害

される相談も寄せられているなどの実態があります。 

このため、本法案においては、業務委託の相手方である事

業者で、従業員を使用しないものを特定受託事業者と定義し、

この法律において保護対象となるフリーランスの範囲を明確
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化した上で、取引の適正化を図るとともに、ハラスメントの

防止など、フリーランスの就業環境の整備を図ることといた

しております。 

なお、フリーランスという働き方は様々な形が想定されま

して、明確な範囲が定まっているわけではないことから、法

律上の保護対象の呼称をフリーランスとするのではなく、特

定受託事業者といたしております。 

また一方、下請代金法は、親事業者と下請事業者との下請

取引において、取引構造上、交渉力等の格差が生じているこ

とから、下請取引の適正化を図るものであります。具体的に

は、資本金一千万円超の親事業者と一千万円以下の下請事業

者といった事業者間の下請取引を規制対象としております。 

このため、下請代金法では、資本金一千万円以下の事業者

とフリーランスとの間の取引が規制対象とならないこと、ハ

ラスメント防止など、個人の就業環境整備に関する規制にな

じまないことから、下請代金法を改正するのではなく、新法

として法案を提出することといたしました。 

  



問３―５ 

（参考２）本法案と下請代金法との適用対象の比較 
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（参考３）取引先とのトラブルの有無（内閣官房が関係省庁と

共同で実施したアンケート調査（令和３年）） 

  



問３―７ 

（参考４）取引先からの書面交付状況（内閣官房が関係省庁と

共同で実施したアンケート調査（令和３年）） 

  



問３―８ 

（参考５）フリーランス・トラブル１１０番における相談内容

（令和５年２月） 
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６．さらに、ご指摘の「取引条件の明示義務」に
ついては、当事者間の認識の相違を減らし、ト
ラブルを未然に防止するという点において、発
注事業者の利益にも資することから、フリーラ
ンス同士の取引についても対象としたものです。 

 
７．本法案が成立した場合には、施行までの間に、

本法案に基づく規則や指針等を定める予定です
が、引き続き、発注事業者の負担とフリーラン
スに係る取引適正化等の両面でバランスをとり
ながら、関係者の意見をよく確認して、しっか
りと検討してまいります。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
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（参考１）期間設定に当たっての考え方 

 

○ 内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査で

は、主な取引先との契約期間が数か月に至ると取引先から不

利益行為を受けやすい傾向がみられる。更に、特定受託事業

者の事業や生計への影響も大きい経済的依存関係は、特に１

年を超える場合は取引先数が少ないケースがより顕著にみら

れ、相対的に大きくなる。 
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（参考３）内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調

査 

（令和４年９月実施）②（現時点で未公表） 

○ 契約期間が１年以上の場合、仕事の掛け持ち数が減ったり、当該契

約への収入依存度が高まるという結果であった。 

 

＜契約期間と契約の収入が全収入に占める割合＞ 

 

＜契約期間と主な契約期間中の掛け持ち数＞ 
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（参考４）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

案 

 

第二章 特定受託事業者に係る取引の適正化 

（特定業務委託事業者の遵守事項） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政令

で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新に

より当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含

む。）に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲げ

る行為（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の受領を拒むこと。 

二～五 （略） 

２ （略） 
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４．また、政府では、令和２年に「フリーラン
ス・トラブル110番」を設置し、フリーランス
の取引上のトラブルについて、１万件を超える
相談を受け付けてきています。 

 
５．フリーランス・トラブル110番においては、

本法案の規制対象とならない事案も含め、悪質
な問題行為の解決に資するアドバイスや紛争の
調停あっせん等を行っており、今後もこうした
取組・体制を充実させていきます。  

 
６．これらの取組により、悪質な行為の是正に努

めてまいります。 
 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
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（参考１）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案（抜

粋） 

 

（特定業務委託事業者の遵守事項） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政

令で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更

新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを

含む。）に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲

げる行為（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあ

っては、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事

業者の給付の受領を拒むこと。 

二～五 （略） 

２ （略） 

 

（特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備） 

第二十一条 国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託

業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要

な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の

施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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（参考２）フリーランスとして安心して働ける環境を整備するための

ガイドライン（令和３年３月２６日：内閣官房、公正取引委員会、

中小企業庁、厚生労働省）（抜粋） 
 

第２ 基本的考え方 

２ 独占禁止法、下請法、労働関係法令とフリーランスとの適用関係 

独占禁止法は、取引の発注者が事業者であれば、相手方が個人の

場合でも適用されることから、事業者とフリーランス全般との取引

に適用される。また、下請法は、取引の発注者が資本金 1,000 万円

超の法人の事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されるこ

とから、一定の事業者とフリーランス全般との取引に適用される。

このように、事業者とフリーランス全般との取引には独占禁止法や

下請法を広く適用することが可能である。 

他方、これらの法律の適用に加えて、フリーランスとして業務を

行っていても、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事

していると判断される場合など、現行法上「雇用」に該当する場合

には、労働関係法令が適用される。この場合において、独占禁止法

や下請法上問題となり得る事業者の行為が、労働関係法令で禁止又

は義務とされ、あるいは適法なものとして認められている 行為類型

に該当する場合には、当該労働関係法令が適用され、当該行為につ

いては、独占禁止法や下請法上問題としない。 
 

（以下略） 
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（参考３）令和５年４月５日 衆・内閣委員会議事録（速記

録抜粋：１１０番と執行体制関係） 

 

○赤澤委員 ・・・また、今回の法案は、フリーランス・ト

ラブル一一〇番に寄せられた相談事例も踏まえて立案され

たという経緯については、先ほど、冒頭説明したとおりで

すけれども、本法案の成立後、施行までの間に、フリーラ

ンス・トラブル一一〇番の体制をより一層拡充をするとと

もに、国において、フリーランス・トラブル一一〇番やフ

リーランス関係団体から問題事例を吸い上げる仕組みを更

に更に充実していくなど、本法を適切に執行していく体制

を構築していくべきだというふうに考えますが、お考えを

伺います。 

 

○岩成政府参考人 お答えいたします。フリーランス・トラ

ブル一一〇番でございますけれども、フリーランスと発注

者等との取引上のトラブルにつきましてフリーランスの方

が弁護士にワンストップで相談できる窓口でありまして、

これまで一万件を超える相談が寄せられているところでご

ざいます。相談内容としては、報酬の不払い、支払い遅延

といった報酬の支払いに関するものが約三割と最も多く、

次いで、契約条件が不明確、契約書不作成といった契約内

容に関するものが約二割となっております。本法案が成立

した場合には、本法案の施行体制の中での相談対応の中核

が、まさにフリーランスのトラブル一一〇番になるという

ふうに考えております。違反行為を受けた特定受託事業者

が行政機関の対応を希望する場合に、フリーランス・トラ

ブル一一〇番での相談から公正取引委員会、中小企業庁、

あるいは厚生労働省の窓口への申告に円滑につなげられる
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よう、フリーランス・トラブル一一〇番の体制整備を図っ

ていきたいと考えております。また、本法案の施行、運用

に当たりましては、フリーランス関係団体に対しまして、

悪質な問題事例の把握と行政への情報共有を依頼する、ま

た、フリーランス関係団体やフリーランス・トラブル一一

〇番で相談対応をする弁護士からのヒアリングを通じて、

問題行為の多そうな業種等を拾い出した上で、特定業種等

に対して調査を行うといった取組を実施するなど、フリー

ランス関係団体やフリーランス・トラブル一一〇番から問

題事例を吸い上げる仕組みを充実させてまいりたいと考え

ております。 
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３．また、厚生労働大臣の定める指針において、

育児介護等の配慮について具体的な内容等をお
示しするとともに、発注事業者、フリーランス
双方への丁寧な周知を図ることにより、フリー
ランスが申出しやすく、安心して育児介護等と
両立しつつ働くことのできる環境の整備に努め
てまいります。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
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（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

第三章 特定受託業務従事者の就業環境の整備 

（妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮） 

第十三条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託（政令で定める期

間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新により当該政

令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。）に限る。

以下この条及び第十六条第一項において「継続的業務委託」という。）

の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事

業者（当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である

場合にあっては、その代表者）が妊娠、出産若しくは育児又は介護

（以下この条において「育児介護等」という。）と両立しつつ当該継

続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児

介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。 

２ 特定業務委託事業者は、その行う継続的業務委託以外の業務委託の

相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業

者（当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場

合にあっては、その代表者）が育児介護等と両立しつつ当該業務委託

に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況

に応じた必要な配慮をするよう努めなければならない。 

 

（指針） 

第十五条 厚生労働大臣は、前三条に定める事項に関し、特定業務委託

事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 
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３．さらに、ハラスメント対策については、厚生
労働大臣の定める指針において、発注事業者が
講ずべきハラスメント対策の具体例をお示しし、
丁寧な周知を図ることにより、発注事業者が適
切に対策を講じ、フリーランスがハラスメント
被害を受けることなく安心して働くことのでき
る環境の整備に努めてまいります。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
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（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

第三章 特定受託業務従事者の就業環境の整備 

（業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置

等） 

第十四条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業

務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言

動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者から

の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要

な措置を講じなければならない。 

一 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者

（その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合

にあっては、当該法人）に係る業務委託の条件について不利益を

与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害

すること。 

二 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生

労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害

すること。 

三 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係

る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特

定受託業務従事者の就業環境を害すること。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が前項の相談を行った

こと又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に

事実を述べたことを理由として、その者（その者が第二条第一項第二

号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人）に対し、

業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならな

い。 

 

（指針） 

第十五条 厚生労働大臣は、前三条に定める事項に関し、特定業務委託

事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 



問９―１ 

（対後藤大臣） 
４月 21 日 参・本会議 高木 かおり 君 
問９（対大臣）．育児介護等の配慮やハラスメン

ト対策について厚生労働大臣が定める指針を策
定するに当たっては、フリーランスが多種多様
な業界・業種で働いていることも踏まえ、でき
る限り多くの関係者の意見を踏まえ、検討すべ
きだと考える。指針の具体的な内容や検討方法
について、政府の方針を問う。   

 
育児介護の配慮等に関して定める指針につい

てお尋ねがありました。 
 
１．本法案では、厚生労働大臣が 
・ 育児介護等と業務の両立への配慮、 
・ ハラスメント対策 
などについて、発注事業者が適切に対処するた
めに必要な指針を策定・公表することとしてい
ます。 

 
２．具体的には、 
・ 育児介護等について、発注事業者が行う配

慮の考え方や具体例 
・ ハラスメントに関する相談体制の整備など、

発注事業者が講ずべきハラスメント対策の具
体例 

等を定めることを想定しています。 
 
 
 
 
 
 



問９―２ 

３．指針の策定に当たっては、厚生労働省におい
て、発注事業者やフリーランス関係団体、労使
団体等のご意見をしっかり伺いながら、取引の
実態を反映した内容となるよう検討していくも
のと承知しています。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

 

 

 



問１０―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 高木 かおり 君 
問１０（対大臣）．本法律案は、非常に広範にわ

たる規制を及ぼすものであり、解釈に幅のある
規定も多く、実際にどのような影響があるの
か、不透明な面もある。施行後３年見直しの規
定も置かれているので、施行後の取引実態をき
め細かに調査し、関係者の意見も幅広く聴取し
て、規制内容に磨きをかけていく必要があると
考えるが、施行後３年見直しに向けた対応方針
を伺う。 

 
施行後３年を目途とした見直しの対応方針につ

いてお尋ねがありました。 
 
１．本法案については、法案附則の「検討規定」

に基づき、法施行後の特定受託事業者をめぐる
取引状況の分析や、様々な業種における課題の
把握などに努めるほか、幅広く関係者の意見を
確認していくことにより、施行後３年を目途に
しっかりと検討してまいります。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

  



問１０―２ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

附 則 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施

行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとする。 




